
 

 

令和５年度第５回白井市市民参加推進会議 

 

 

      日 時：令和６年１月２５日（木）午前９時から正午 

     場 所：白井市役所東庁舎１階 会議室１０１    

 

 

次   第 

 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議 題 

  （１）令和４年度市民参加の実施状況に対する総合的評価について（資料１） 

事業番号④ 証明書発行窓口（出張所）のあり方に関する検討について 

   事業番号⑤ 白井市汚水適正処理構想（改定） 

   事業番号⑥ 白井市個人情報の保護に関する法律施行条例（骨子案） 

事業番号⑦ 公共施設等あり方検討事業 

 

  （２）答申書の提言事項の検討について（資料１・２） 

 

４ その他 

  （１）第６回市民参加推進会議スケジュール（案）について（資料３） 

 

５ 閉 会 



　答申（案）

　総合的評価について

資料2資料１



 

１ 令和 4年度市民参加の実施状況に対する総合的評価 

 

令和 5 年度市民参加推進会議では、市が令和 4 年度に実施した市民参加条例第 6 条で規定する 7

事業（令和 4 年度中に事業が終了した 7 事業）について、市民参加の実施状況に対する総合的評価

を行いました。 

各事業の評価の詳細については答申書本文をご覧ください。 

 

 令和 4 年度市民参加の実施状況に対する総合的評価一覧 
 

 

※評価点は 30 点満点とし、◎良好（20点以上）○妥当（16 点～19 点）△要改善（10～15 点）×不良 

(9 点以下)の 4段階に区分した判定結果を表示しています。 

※評点方法は、①市民参加の方法（10 点満点）、②市民参加の手続き（基準）（10点満点）、③市民参加 

の手続き（水準）（10点満点）の合計点で行います。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 事 業 名 担当課 評 価（30 点満点）ページ数 

1 
白井市立桜台小学校・桜台中学校給食のあり方 

検討委員会 
教育支援課 19 点 ○（妥当）  

2 白井市耐震改修促進計画（改定） 建築宅地課 24 点 ◎（良好）  

3 白井市空家等対策計画 建築宅地課 20 点 ◎（良好）  

4 
証明書発行窓口（出張所）のあり方に関する 

検討について 
市民課 19 点 ○（妥当）  

5 白井市汚水適正処理構想（改定） 上下水道課 17 点 ○（妥当）  

6 
白井市個人情報の保護に関する法律施行条例 

（骨子案） 
総務課 17 点 ○（妥当）  

7 公共施設等あり方検討事業 文化センター 19 点 ○（妥当）  



終了事業 令和4年度

1.白井市立桜台小学校・桜台中学校給食のあり方検討委員会

総合コメント 総合評価（30点満点）

【良かった点】
・議事録や会議資料が分かりやすく開示されていて、市民に開かれた委員会となっていた。（稲葉）
・審議会委員について、栄養士の資格を有する方を選任するなど適切な人員が選抜されていた。（稲
葉）
【改善点】
・自校式での給食を受けている児童・生徒や、その家族の意見を取り入れた方が良かったのではない
か。（大嶋）
・各項目とも周知・公表について取組み不足があったのではないか。（吉井）
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〇（妥当）

市民参加の実施状況 評価(10点満点）

審議会の設置:令和２年１２月１７日～令和４年８月２６日
アンケート調査の実施：令和３年７月２９日～令和３年８月２３日

７
(概ね適切)

「市民参加の手続き（基準）」の評価 評価(10点満点）

６
（要改善）

「市民参加の手続き（水準）」の評価 評価(10点満点）

６
（積極的）

※総合評価は、全委員の総合評価の平均点（小数点以下切り捨て）で算出しているため、
①市民参加の方法・②市民参加の手続き（基準）・③市民参加の手続き（水準）の合計とならない場合もあります。



評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

「市民参加の手続き」の評価（手法ごと）

　審議会の設置 10点満点 10点満点

1
公募委員の数・全体に占
める割合

委員の人数：１０名（男７女３）
市民公募委員：２名(うち無作為抽出０名）

7
（妥当）

６
（積極的）

2
選考基準・公募委員の
男女比・地域の割合、募
集方法

応募者:２名（男１女１）　選出者：２名（男１女１）
選出地域：清水口小学校区１名
　　　　　　　桜台小学校区１名
選考基準：公開
応募方法：郵便、担当課窓口
周知方法：広報しろい、HP

3 会議の回数・時間帯
会議の回数：７回(すべて公開)
時間帯：平日日中

任期：令和２年１２月～令和４年８月
募集期間：令和２年１０月１５日～令和２年１１月４日

4
事前周知の方法・会議の
公開等

情報公開コーナー、各センター、図書館

5 結果公表・取扱い
公表の方法：情報公開コーナー
会議録：逐語訳
公開に要する期間：１ヶ月以内

コメント

条例基準 望ましい水準

・会議の開催時間は複数のパターンがあり、聴講しやすい工夫がさ
れていた。（稲葉）
・公募委員の募集、審議会開催の事前周知、結果公表の取り扱い
に関する情報提供が基準に沿って行われていると良かったのでは
ないか。（吉井、岡澤、折原）

・資料を学校で公開しても良かったのではないか。（竹内）
・委員の募集の告知を、一層多くの手段にて積極的に実施され
ると良かったのではないか。（折原、岡澤）



　アンケート調査の実施 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

実施したアンケート
桜台小学校・桜台中学校　学校給食のあり方に関するアンケー
ト

1 事前周知の方法 無

６
（要改善）

６
（積極的）

2 調査方法・調査期間 郵便　令和３年７月２９日～令和３年８月２３日（26日間）

3 調査対象
・18歳以上78歳以下の市民
・市内小学校在籍児童数の割合を基に抽出

4
発送件数・回収件数・回
収率

発送件数：１，５００件
回収件数：５３２件
回収率：３５．５％

5 結果公表・取扱い

結果公表：令和3年12月
公表の方法：HP
プライバシーに関わる情報等：非公開
審議会等への結果報告：有（資料の配布・説明により報告）

コメント

条例基準 望ましい水準

・アンケートの事前周知、結果公表が不徹底であった。（稲
葉、吉井、大嶋、折原、岡澤、増子）

・アンケートの結果が審議会に反映されていたのは良かった。
（竹内）
・回収率向上の工夫を積極的に実施されると良かったのではな
いか。（折原、岡澤、中澤）
・アンケートのコメントで良いアイデアが出ていたが、あまり生かさ
れていないような印象を受けた。（竹内）



終了事業 令和４年度

２.白井市耐震改修促進計画（改定）

総合コメント 総合評価（30点満点）

【良かった点】
・パブリックコメントの募集は条例基準に則って適切に実施されていた。（稲葉、吉井、大嶋、
折原、岡澤）
・パブリックコメントの募集に当たって、概要版や新旧対照表、意見書のフォーマットを作成す
るなどの工夫がされていた。（竹内、稲葉、岡澤）
【改善点】
・可能であれば他の市民参加の方法を取り入れても良かったのではないか。（竹内、吉井、大
嶋、折原、岡澤）
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◎（良好）

市民参加の実施状況 評価(10点満点）

パブリックコメントの募集：令和４年８月１０日～令和４年９月１日
7

（概ね適切）

「市民参加の手続き（基準）」の評価 評価(10点満点）

８
（妥当）

「市民参加の手続き（水準）」の評価 評価(10点満点）

７
（とても積極的）

※総合評価は、全委員の総合評価の平均点（小数点以下切り捨て）で算出しているため、
①市民参加の方法・②市民参加の手続き（基準）・③市民参加の手続き（水準）の合計とならない場合もあります。



評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

「市民参加の手続き」の評価（手法ごと）

　パブリックコメント募集 10点満点 10点満点

1 募集期間・提出方法
募集期間：令和４年８月10日～令和4年９月1日（２３日間）
応募方法：郵便、ファクシミリ、電子メール、各センター、担当課
窓口

８
（妥当）

7
（とても
積極的）

2 提供資料

計画や条例の素案
計画や条例の概要
パブリックコメントの目的・意見の提出方法などを記した案内
意見書

3 資料の提供場所 担当課窓口、HP、情報公開コーナー、各センター、図書館

4 事前周知の方法
広報しろい、HP、情報公開コーナー、各センター、図書館、担当
課窓口、行政運営報告

5 結果公表・取扱い

公表の方法：令和4年9月26日　HP、情報公開コーナー、図書
館
意見の件数：１人から１０件
審議会等への結果報告：無

コメント

条例基準 望ましい水準

基準に則って適切に実施されていた。（稲葉、吉井、大嶋、折
原、岡澤）

・可能であれば、結果について、審議会等の場で報告しても良
かったのではないか。（折原）
・回答者が１人だったことについて、広く意見を募集する方法を
検討すべきではないか。（大嶋）



終了事業 令和４年度

3.白井市空家等対策計画

市民参加の実施状況 評価(10点満点）

審議会の設置:令和３年１０月１９日～令和５年２月２日
パブリックコメントの募集：令和４年１２月９日～令和４年１２月２２日
アンケート調査の実施：令和３年１２月１８日～令和３年１２月１８日

ワークショップの実施：令和３年１２月１８日

７
（概ね適切）

「市民参加の手続き（基準）」の評価 評価(10点満点）

総合コメント 総合評価（30点満点）

【良かった点】
・様々な参加手法を取り入れているとともに、参加手法のタイミング等も考えながら実施されていた。（竹内、稲
葉、岡澤）
・パブリックコメントとして寄せられた意見と市の対応をわかりやすくまとめて開示していた。（稲葉）
【改善点】
・アンケートやワークショップの開催など、複数の市民参加の手法を行ったことは評価できるが、自治会等から意
見を聞くことを検討しては良かったのではないか。（大嶋）
・審議会では、市民公募委員を設け、個人情報を扱う会議は市民公募委員には出席を控えていただくような形
をとれば良かったのではないか。（大嶋）

20

◎（良好）

６
（要改善）

「市民参加の手続き（水準）」の評価 評価(10点満点）

６
（積極的）

※総合評価は、全委員の総合評価の平均点（小数点以下切り捨て）で算出しているため、
①市民参加の方法・②市民参加の手続き（基準）・③市民参加の手続き（水準）の合計とならない場合もあります。



選考基準・公募委員の
男女比・地域の割合、募
集方法

公募しない理由：特定空家の判定は個人の利害に関係する事
項を含む個人情報を扱うことから「白井市審議会等の設置及び
選任に関する事項」第4条第1項第2号及び3号に該当するた
め。

1
公募委員の数・全体に占
める割合

委員の人数：１０人（男９女１）
市民公募委員：０人

「市民参加の手続き」の評価

　審議会の設置 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

任期：令和３年１０月～令和６年１０月(３年間）
公募：無

4
事前周知の方法・会議の
公開等

HP、情報公開コーナー、図書館、議会への写しの交付
会議終了後の会議資料公開：有

5 結果公表・取扱い
公表の方法：情報公開コーナー、HP、図書館
会議録：逐語訳
公開に要する期間：２か月以内

７
（妥当）

５
（積極的）

2

3 会議の回数・時間帯
会議の回数：５回
時間帯：平日日中

コメント

条例基準 望ましい水準

・公募枠を設けておらず、その理由が条例によるものであり、基準と
おりに審議会を設置しているが、選考基準が不明であった。（大嶋）

・リモートでの会議参加も可能として、多くの委員が会議に出席
できるように工夫がなされていた。（稲葉）
・会議録にHPのQRコードを付していた。（稲葉）
・公募委員がいないからこそ、結果の公表についてはより積極
的に実施すべき。（折原）



　パブリックコメント募集 10点満点 10点満点

 条例基準 望ましい水準

1 募集期間・提出方法
募集期間：令和４年12月９日～令和4年１２月２２日（１４日間）
応募方法：郵便、ファクシミリ、電子メール、各センター、担当課
窓口

８
（妥当）

７
（とても
積極的）

2

5 結果公表・取扱い

公表の方法：令和５年２月２日　HP、情報公開コーナー、図書
館、審議会資料として
意見の件数：１人から３件
審議会等への結果報告：有（令和5年2月2日）

提供資料

計画や条例の素案
計画や条例の概要
パブリックコメントの目的・意見の提出方法などを記した案内
意見書

3 資料の提供場所 担当課窓口、HP、情報公開コーナー、各センター、図書館

4 事前周知の方法
広報しろい、HP、情報公開コーナー、各センター、図書館、担当
課窓口、行政運営報告

評価項目（配点） 実施状況

コメント

条例基準 望ましい水準

・基準に則って適切に実施されていた。（稲葉、吉井、大嶋、
折原）
・パブリックコメントとして寄せられた意見と市の対応を分かりや
すくまとめて開示していた。（稲葉）

・パブリックコメントの内容を審議会で検討していたことは高く評
価できた。（竹内）
・結果公表については各センターにも実施すべき。（大嶋、折
原）
・募集期間をもう少し長く設けたほうが良かったのではないか。
（大嶋、岡澤）



実施したアンケート

　アンケート調査の実施 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

空き家に関するアンケート

コメント

条例基準 望ましい水準

・アンケートの結果を審議会で議論を行ったことは良かった
（岡澤）
・対象者がeモニター登録者だったため事前周知がされてい
ない。（竹内、稲葉、吉井、大嶋）
・自治会等から意見を聞くことを検討しては良かったのではな
いか。（大嶋）

・「空き家に関するアンケート報告書」として調査内容がわかりや
すくまとめられ、審議会で議論されていた。（稲葉、岡澤）
・eモニターを利用した結果として、結果の公表も限定的になら
ないか。（大嶋、折原）
・対象者、期間、趣旨等アンケート実施に関して、広く公表する
とともに、対象者の選定には多くの人が対象になれるように十分
に検討すべき。（大嶋）

4
発送件数・回収件数・回
収率

発送件数：３４７件
回収件数：１８１件
回収率：5２％

5 結果公表・取扱い

結果公表：令和４年３月１１日
公表の方法：審議会資料として
プライバシーに関わる情報：非公開
審議会等への結果報告：有（資料の配布・説明に加え議論を
行った）

６
（要改善）

６
（積極的）

2 調査方法・調査期間
クエスタント(ｅモニター登録者に送信）
無記名式
令和３年１２月１０日～令和３年１２月２７日（１８日間）

3 調査対象 ｅモニター登録者

1 事前周知の方法 無



　ワークショップ 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

1 開催場所・時間・回数

白井市空家等対策計画の見直しに係る意見交換会
　開催場所：市役所
　開催時間：土日休日
　回数：2回

６
（要改善）

６
（積極的）

2

・休日の開催は良かった。（岡澤）
・開催回数が少ない。（大嶋、岡澤）

・資料で市の現状や他市の事例についてわかりやすくまとめら
れているのは良かった。（稲葉）
・事前周知において行政運営報告に加え、駅前・駅中掲示板
を使用していたことは良かった。（竹内）
・市民に身近な公民館等での開催が検討されると良かった。
（岡澤）

5 結果公表・取扱い 結果公表：令和3年3月11日

コメント

条例基準 望ましい水準

資料の提供 有（配布）

3 参加者の資格 満18歳以上の市内在住在勤者

4 事前周知の方法
広報しろい、ＨＰ、各センター、メール配信、行政運営報告、駅
前、駅中掲示板



総合コメント 総合評価（30点満点）

【良かった点】
・半年間の事業期間の中で複数の手法で意見を集約していることが評価できた。（竹内、稲葉、折原、岡澤）
・意見交換会を市民に身近な各センターで、利用者の多い週末に開催したことが評価できた。（竹内）
・市民参加の手続の結果、住民票お届けサービスを導入したことが評価できた。（稲葉）
【改善点】
・行政経営改革審議会の中で意見はいただいているが、本事業単独で審議会の設置があってもよかったのでは
ないか。（吉井、岡澤、増子）
・市民参加の手法において、全体的に事前周知、結果公表を工夫する必要があったのではないか。（稲葉、吉
井、大嶋、折原、岡澤、中澤）
・アンケート以外は参加市民が少なく、コストパフォーマンスに欠けているのではないか。（竹内）
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〇（妥当）

終了事業 令和4年度

4.証明書発行窓口（出張所）のあり方に関する検討について

6
（要改善）

「市民参加の手続き（水準）」の評価 評価(10点満点）

5
（積極的）

市民参加の実施状況 評価(10点満点）

パブリックコメントの募集：令和4年9月1日～令和4年9月14日
アンケート調査の実施：令和4年4月27日～令和4年5月22日

意見交換会の開催：令和4年9月2日～令和4年9月4日

7
（概ね適切）

「市民参加の手続き（基準）」の評価 評価(10点満点）

※総合評価は、全委員の総合評価の平均点（小数点以下切り捨て）で算出しているため、
①市民参加の方法・②市民参加の手続き（基準）・③市民参加の手続き（水準）の合計とならない場合もあります。

パブリックコメント、アンケート、意見交換会の進め方に
ついて大きな問題はないと考えます。
もっとも、住民票等の証明書交付という、市民の利用頻度
も高く、かつ関心の高いことが予想される案件であること
を考えると、告知、結果の公表につき工夫を凝らし、出来
る限り多くの市民の声を反映する手段をとると一層評価出
来る内容になったと考えます。

半年間の事業期間の中で、パブリックコメント、アンケート、意見
交換会と複数の市民参加の方法を実施したことは、評価できます。
一方、パブリックコメントの意見への対応は事務局側の判断であ
り、事業の結果ありきとみなされる恐れがあると考えます。そう
いったことからも、それぞれの結果を総合的に協議する場としての
審議会の設置が必要だったのではないかと思います。

市民に身近な証明書発行窓口のあり方について、さまざまな
手法で意見を集約しようとしていることが評価できた。一方
で、アンケート以外は参加市民が少なく、コストパフォーマ
ンスには欠けていると考えられた。今回のことに限らない
が、市民側の関わり方に課題もあるのではないかと感じた。

・広報しろい令和4年8月15日号に分かりやすい資料や案内を掲載しています。しかし、パブリックコメントでは、「こう
いった水面下での進め方は正しいのでしょうか。 本件についても広報に載っていたのかもしれませんが、私は市会議員の方
の活動報告で知りました。 」という意見も寄せられていますので、繰り返しアナウンスする必要があったかもしれません。
・意見交換会では、市の方針の通り出張所を廃止してコスト削減する方が良いという意見が多かったようです。一方、アン
ケートの自由記入欄ではできれば出張所を残してほしいという意見も寄せられていました。市民と直接対話するほうが現状が
よりよく伝わりますので、５回行った意見交換会の日程をもう少し分散させてもよかったのではないかと思いました（９月２
日から４日の間に５回実施されていますが、例えば、その月の間に１週間に１回程度のペースで曜日や時間帯を分散して開催
する方法もよいと思います）。
・コスト削減等の観点から出張所を廃止することはやむを得ないと思いますが、代替措置について市民の皆さんに周知できる
ように様々な手法（広報しろいでのアナウンスやメール配信、公式SNSからの通知）を取り入れていただくことが市民参加
の観点からも重要だと思います。

審議会の設置があってもよかったのではないか。
アンケート調査の実施を除いては各項目への取組みが弱い
のではないか。

周知に関してパブリックコメント、アンケート、意見交換会共に周知方法が基準を満たしていない。また、周知
場所と結果の公表場所が異なっており、最低限基準を満たすべきと考える。結果の公表場所、または結果が出た
ことの告知は最低限周知場所で行うべきと考える。また、出張所がある自治会の意見を聞くことが望ましいと考
える。募集期間を2週間でとしているが、1か月超が望ましいと考える。結果公表に募集期間終了から1.5か月間
をようしており、1か月以内が適切と考える。コメントが７人であることからパブリックコメントの周知に工夫
が必要と考える。アンケートの回収率が44.75％であり、評価の仕組みはないようだが評価基準を設けるべきと
考える。また、回収率を上げる工夫の痕跡がなく工夫が必要と考える。交換会は、5回開催されたが、参加者が
延べ10名、参加者が0名の会が2回あり、開催周知に工夫が必要と考える。意見交換会の結果公表までの期間
が、最後の意見交換会から約2か月であり、1か月以内が妥当であると考える。

さらに多くの市民が住みやすくなるための、公募委員の検
討をお願いします。

概ね問題なく市民参加できていると思います。
よりいっそう高水準の参加を望むなら、それぞれの参加方
法のボリュームアップが求められると考えます。



「市民参加の手続き」の評価（手法ごと）

　パブリックコメント募集 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

1 募集期間・提出方法
募集期間：令和4年9月1日～令和4年9月14日（14日間）
応募方法：電子メール、各センター、担当課窓口、意見交換会
会場

6
（要改善）

5
（積極的）

2 提供資料

計画や条例の素案
計画や条例の概要
パブリックコメントの目的・意見の提出方法などを記した案内
意見書

3 資料の提供場所

コメント

条例基準 望ましい水準

・意見交換会終了後に意見提出を受け付けたことにより、提
出機会が拡大され、より多くの意見に繋がったことは良かっ
た。（岡澤）
・意見の提出方法や事前周知の方法、結果公表・取り扱いに
ついて、複数の手段を用いるなど、徹底されることを期待しま
す。（大嶋、折原、中澤）

・募集場所と結果の公表場所が異なっており、統一する等の工
夫があると良かった。（稲葉、吉井、大嶋、折原、岡澤）
・市民の生活において重要なトピックであることから、意見の募
集期間はもう少し長くとっても良かったのではないか。（稲葉、大
嶋）

担当課窓口、HP、各センター、図書館

4 事前周知の方法 広報しろい、HP、各センター、図書館、担当課窓口

5 結果公表・取扱い
公表の方法：令和4年10月31日　HP、情報公開コーナー
意見の件数：7人から10件
審議会等への結果報告：無(審議会を設置していないため)



　アンケート調査の実施 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

実施したアンケート 証明書発行窓口（出張所）のあり方に関するアンケート調査

1 事前周知の方法
広報しろい、HP
実施目的の周知：有

7
（妥当）

６
（積極的）

2 調査方法・調査期間
郵便
無記名式
令和4年4月27日～令和4年5月22日（26日間）

3 調査対象

コメント

条例基準 望ましい水準

・広報しろいでの案内はとても分かりやすかった。（稲葉）
・事前周知の方法として、図書館、情報公開コーナーでもアナ
ウンスすべきではないか。（稲葉、吉井、大嶋）

・無作為抽出で実施しており、バランスよく回答されていた。（竹
内）
・アンケート結果が意見交換会やパブリックコメントに活用された
ことで、本事業への理解度が深まった。（稲葉、岡澤）
・ＳＮＳの活用など、回収率の向上に向けた取り組みがあると良
かった。（大嶋、折原、岡澤）

市内在住の18歳以上の男女　2,000人

4
発送件数・回収件数・回
収率

発送件数：2,000件
回収件数：895件
回収率：44.75％

5 結果公表・取扱い

結果公表：令和4年8月2日
公表の方法：情報公開コーナー、HP、図書館、意見交換会、パ
ブリックコメント
プライバシーに関わる情報：非公開
審議会等への結果報告：無



　意見交換会 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況 条例基準 望ましい水準

1 開催場所・時間・回数
開催場所：各センター
時間：平日夜間、土日休日
回数：5回

７
（妥当）

６
（積極的）

2

・市民に身近な各センターで実施し参加を促進しようとした
点が評価できた。（竹内）
・センター利用者が多い週末に開催したことも評価できた。
（竹内）
・事前周知と結果公表で不足している箇所がある。（吉井、大
嶋、折原、中澤）

・意見交換会は市民と直接対話できる機会であるため、ＳＮＳ等
を活用し、積極的なアナウンスがあると良かった。（稲葉）
・参加者が少ないと感じた。参加者へのインセンティブを検討
するなど、参加者を増やす工夫があると良かった。（竹内、稲
葉）

5 結果公表・取扱い
開催記録の作成と公表：有（令和4年10月31日）
公表の方法：情報公開コーナー、HP、

コメント

条例基準 望ましい水準

資料の提供 有（配布）

3 参加者の資格 無し

4 事前周知の方法
広報しろい、HP、各センター、図書館、担当課窓口、ポスター、
チラシ



終了事業 令和４年度

5.白井市汚水適正処理構想（改定）

総合コメント 総合評価（30点満点）

【良かった点】
・審議会委員の募集について、期間を十分に設け、選考基準を公表していた点は良かった。（稲葉、岡澤）
・審議会の期間にパブリックコメントを実施して、その意見を審議会に反映させようと考えたことは高く評価できた。
（竹内、折原）
【改善点】
・事前周知・結果公表は各センターなど、広く実施すると良かった。（全委員）
・パブリックコメントの募集方法は条例基準を満たしていたが、意見が０件だったことから、関心を高めるための工
夫があると良かった。また、市ＨＰにて、意見が無かった旨の公表があると良かった。（竹内、稲葉、大嶋、折原、
岡澤）
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〇（妥当）

市民参加の実施状況 評価(10点満点）

審議会の設置：令和4年11月21日～令和5年1月23日
パブリックコメントの募集：令和4年12月16日～令和5年1月5日

６
（やや不適切）

「市民参加の手続き（基準）」の評価 評価(10点満点）

６
（要改善）

「市民参加の手続き（水準）」の評価 評価(10点満点）

５
（積極的）

※総合評価は、全委員の総合評価の平均点（小数点以下切り捨て）で算出しているため、
①市民参加の方法・②市民参加の手続き（基準）・③市民参加の手続き（水準）の合計とならない場合もあります。

基本的な手続きは行えており、特に審議会の合間にパブ
リックコメントを実施して、その意見を審議会に反映させ
ようと考えてことは高く評価できる。一方で、それぞれの
市民参加の手法について、さらに市民に参加してもらうた
めの努力が見られなかった。

・様々な理由で情報公開コーナーや担当窓口まで議事録の閲覧に出向くことができない方も
いますので、是非ホームページ上で簡単に議事録にアクセスできるようにしてください
（2023年11月16日時点で議事録をHP上で見つけることができませんでした）。
・パブリックコメント募集時に開示されている「白井市汚水適正処理構想（案）」はカラフ
ルでイラストもあり、分かりやすく伝わるように工夫がなされています。
・重要なトピックではあるものの、専門性が高く、市民の皆さんからの意見を吸い上げるの
は難しいテーマだと思いました（パブリックコメントへの応募が０件であったこともやむを
得ないと思います）。

各項目とも「結果公表・取扱い」への取組みが弱い 周知方法に関して審議委員公募、審議会結果の周知が基準を満たしていない、より多くの手段を講ずるべきと
考える。また、無作為で委員を１名選出しているが、選出方法が不透明であるとともに、応募決定者がすべて
66歳以上であり、無作為抽出者は、他の年齢層とするように考慮すべきと考える。審議会の開催が２回と少な
く適切な審議ができたのか疑問が残る。情報公開に関してもより多くの手段を活用すべきと考える。審議会の
開催時間に関しても土日曜日の開催も検討すべきと考える。パブリックコメント募集の流れとしては基準に
沿って実施されている。しかし、募集期間が年末年始を挟んでいることは、問題であり募集期間の適切化を図
る必要があると考える。また、パブリックコメントがゼロにも拘らず良かった点で広く意見を伺う機会を設け
ることができたとの評価は、パブリックコメント募集の目的を勘違いしていると思わざるを得ない。パブリッ
クコメントがゼロであることが判明した時点で広く意見を募る行動を起こすべきであるり、担当部署にゼロも
結果と考える風潮があるのならば規則等を設けるべきと考える。

「汚水適正処理」という、市民にあまり馴染みがなく、関
心の高くない(かもしれない…)テーマであるがゆえに、市
民参加を目指すのであれば、市民に易しく、わかりやすく
伝えることが必要と考えます。
そのための方法が、審議会の設置及びパブリックコメント
の募集ということで良かったのかについて、あらためて検
討、検証しても良いかと考えます。

本事業は、市民の日常生活に欠かせない問題です。市民の
関心と理解が進むよう市民参加の手法について検討をお願
いします。

市民参加を進めていく上で、よりよい多くの世代に情報を
求め、さらなる公募委員の募集を行ってほしい。

審議会の設置と内容については評価。
パブリックコメントについては、必要性に疑問。



評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

「市民参加の手続き」の評価（手法ごと）

　審議会の設置 10点満点 10点満点

1
公募委員の数・全体に占
める割合

委員の人数：10人（男8女2）
市民公募委員：3人（うち無作為抽出1人）

６
（要改善）

５
（積極的）

2
選考基準・公募委員の
男女比・地域の割合、募
集方法

応募者：4人（男4女0）　選出者：2人（男2女0）
選出地域：第二小学校区1人、桜台小学校区1人
選考基準：公開
応募方法：郵便、電子メール、担当課窓口
周知方法：広報しろい、HP、担当課窓口

3 会議の回数・時間帯
会議の回数：2回（全て公開）
時間帯：平日日中

任期：令和4年8月～令和7年7月
募集期間：令和4年4月15日～令和4年5月20日

4
事前周知の方法・会議の
公開等

広報しろい、HP、情報公開コーナー、担当課窓口
会議終了後の会議資料公開：有

5 結果公表・取扱い
公表の方法：情報公開コーナー、HP、担当課窓口
会議録：逐語訳
公開に要する期間：1か月以内

コメント

条例基準 望ましい水準

・公募委員の選考基準が公表されている点が良かった。（岡
澤）
・募集方法や、会議の回数・時間帯、事前周知の方法、結果
公表・取り扱いについて、複数の手段を用いるなど、徹底して
いると良かった。（全委員）

・委員の募集期間を十分に設けており良かった。（稲葉）
・委員の公募の広報について、情報公開コーナー、図書館等に
おいても実施されると良かった。（竹内、大嶋、折原、中澤）



「市民参加の手続き」の評価（手法ごと）

　パブリックコメント募集 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

1 募集期間・提出方法
募集期間：令和4年12月16日～令和5年1月5日（21日間）
応募方法：郵便、ファクリミリ、電子メール、各センター、担当課
窓口

６
（要改善）

５
（積極的）

2 提供資料
計画や条例の素案
パブリックコメントの目的・意見の提出方法などを記した案内
意見書

3 資料の提供場所 担当課窓口、HP、情報公開コーナー、各センター、図書館

4 事前周知の方法
広報しろい、HP、情報公開コーナー、各センター、図書館、担当
課窓口

5 結果公表・取扱い
結果公表無し
意見の件数：0件
審議会等への結果報告：有（令和5年1月23日）

コメント

条例基準 望ましい水準

・パブリックコメントの募集方法は条例基準を満たしていたが、
意見が０件だったことから、関心を高めるための工夫があると
良かった。また、市ＨＰにて、意見が無かった旨の公表がある
と良かった。（竹内、稲葉、大嶋、折原、岡澤）
・提供資料と結果公表・取り扱いへの取組みが弱い。（吉井）

・各センターにて募集案内・資料の提供をしているのは評価で
きた。（稲葉）
・概要版を作成するなど、意見提出につながる工夫があると良
かった。（折原、岡澤）



終了事業 令和４年度

6.白井市個人情報の保護に関する法律施行条例（骨子案）

総合コメント 総合評価（30点満点）

【良かった点】
・条例基準を満たして実施されていた。（竹内、稲葉、吉井、増子、中澤）
・パブリックコメントの募集に伴い、概要版が作成されており、結果公表についても迅速に行わ
れていたため、評価できた。（稲葉。岡澤）
【改善点】
・公開に半年を要しているため、速やかに公表する必要がある。（折原、岡澤）
・パブリックコメントを行った後に、少なくとも1回はその結果について話し合う機会が設けられる
と良かった。（竹内、大嶋）
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〇（妥当）

市民参加の実施状況 評価(10点満点）

審議会の設置：令和4年9月28日
パブリックコメントの募集：令和4年10月17日～令和4年10月31日

6
（やや不適切）

「市民参加の手続き（基準）」の評価 評価(10点満点）

6
（要改善）

「市民参加の手続き（水準）」の評価 評価(10点満点）

４
（やや積極的）

※総合評価は、全委員の総合評価の平均点（小数点以下切り捨て）で算出しているため、
①市民参加の方法・②市民参加の手続き（基準）・③市民参加の手続き（水準）の合計とならない場合もあります。

審議会とパブリックコメントの組み合わせは問題がない
が、審議会が1回しか開催されておらず、それで話し合い
ができているのかが気になった。市民参加が必要な政策形
成を行うのであれば、パブリックコメントを行った後に、
少なくとも1回はその結果について話し合う機会が設けら
れるべきである。

・条例基準に従って適切に市民参加を実施しています。「国の行政機関、地方公共団体の
機関等における個人情報の取り扱い等に関する共通ルールが規定される」というテーマの
特質上、パブリックコメントに寄せられる意見が０件なのはやむを得ないことと存じま
す。
・このようなトピックについても担当課の方が市民参加の評価のための調書などを作成し
なければならないことは、ご負担が大きいように感じました（「市民の生活に直接かつ重
大な影響を与える条例の制定又は改廃」のうち国のルール変更に伴う条例変更などは市民
参加で市の決定を変更することは不可能なのではないでしょうか）。

「市民参加の方法」がもう一つあってもよかったのではな
いか。
各「市民参加の手続き」中「事前周知の方法」への取組み
が弱い。

審議会の担当する事務の性質上、市民公募は行っていないとしているが、審議会の公聴は
できるのですから、広く市民から公募することを検討すべきと考える。また、選ばれた構
成委員の選出プロセスが不透明であると思われる。加えて審議委員が市による選出であ
り、考え方等に偏りがなかったかどうか疑問が残る。選出基準を明確化すべきと考える。
審議会の開催が１回で２時間足らずに終わっており十分な審議が行われたか疑問である。
審議会の開催、結果を広く周知、公表するべきと考える。コメントが１人、２件であり、
なぜこの結果となったかを議論し広くコメントが集まる手段を講ずるべきと考える。総合
的に判断して広く市民の意見を反映することができた、講じたとは考えられない。

個人情報保護というテーマの性格上、市民参加に限界が
あったものと推察されますが、近年、市民の関心は高まっ
ているテーマです。意見交換会やワークショップなど何か
他の方法も実施することで、市民に個人情報への意識を高
めてもらうことなども出来たかもしれません。

パブリックコメントは、資料の読み込みやコメントの作成
など、アンケートなどと比べて手間がかかり心理的にも敷
居の高い手法であると思います。その募集期間は十分に確
保することが必要であると考えます。また、パブリックコ
メント以外の市民参加の方法を検討されると良かったと思
います。

市民参加を進めていく上で、よりよい多くの世代に情報を
求め、さらなる公募委員の募集を行ってほしい。

パブリックコメントについて、改善の余地ありかなと思い
ます。



評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

「市民参加の手続き」の評価

　審議会の設置 10点満点 10点満点

1
公募委員の数・全体に占
める割合

委員の人数：5人（男3女2）
市民公募委員：0人

６
（要改善）

４
（やや

積極的）

2
選考基準・公募委員の
男女比・地域の割合、募
集方法

公募しない理由：審査会の担任する事務（※）の性質上、市民
公募は行っていない。
（法や条例に基づく行政処分に対する不服審査を行う事務を所
掌しており、法的な観点や専門知識に基づく意見を求める機関
となっている。また、個人情報等の機密情報を扱う場面もあるた
め、審議内容を外部に漏らした場合の刑事罰が設けられた唯一
の機関である。）

3 会議の回数・時間帯
会議の回数：1回（公開）
時間帯：平日日中

任期：令和3年10月～令和5年9月
市民公募委員の募集無し

4
事前周知の方法・会議の
公開等

事前周知無し
会議終了後の会議資料公開：有

5 結果公表・取扱い
公表の方法：情報公開コーナー、HP、図書館
会議録：逐語訳
公開に要する期間：半年以内

コメント

条例基準 望ましい水準

・条例基準を満たして実施されていた。（稲葉、吉井、増子、
中澤）
・会議録が公表されているのは評価できるが、公開に半年を
要しているため、速やかに公表する必要がある。（折原、岡
澤）

・事前周知の方法、結果公表・取り扱いについて、工夫が必要
である。（吉井、折原）
・委員が市による選出であり、考え方に偏りがなかったのかが疑
問に残った。（大嶋）



　パブリックコメント募集 10点満点 10点満点

 条例基準 望ましい水準

1 募集期間・提出方法
募集期間：令和4年10月17日～令和4年10月31日（15日間）
応募方法：郵便、ファクシミリ、電子メール、各センター、担当課
窓口

６
（要改善）

５
（積極的）

2

4 事前周知の方法 HP、情報公開コーナー、各センター、図書館

評価項目（配点） 実施状況

提供資料
計画や条例の概要
パブリックコメントの目的・意見の提出方法などを記した案内
意見書

3 資料の提供場所 担当課窓口、HP、情報公開コーナー、各センター、図書館

・条例基準を満たして実施されていた。（竹内、稲葉、増子）
・意見募集に伴い概要版が作成されており、評価できた。（稲
葉）

・結果公表が迅速に行われており良かった。（岡澤）
・募集期間を長く設定するなど、コメントしやすい方法を検討す
る必要があったのではないか。（吉井、大嶋、折原、岡澤、増
子、中澤）

5 結果公表・取扱い

公表の方法：令和4年11月9日　HP、情報公開コーナー、担当
課窓口、図書館
意見の件数：1人から2件
審議会等への結果報告：有（令和4年12月1日）

コメント

条例基準 望ましい水準



終了事業 令和４年度

7.公共施設等あり方検討事業

市民参加の実施状況 評価(10点満点）

審議会の設置：令和3年1月28日～令和5年1月24日
アンケート調査の実施：令和3年4月14日～令和3年5月10日
ワークショップの開催：令和3年9月28日～令和4年3月1日

その他の方法：令和3年8月1日～令和4年1月29日

７
（概ね適切）

「市民参加の手続き（基準）」の評価 評価(10点満点）

総合コメント 総合評価（30点満点）

【良かった点】
・提言書がわかりやすくまとめられており、評価できた。
・市民に身近な施設の検討であるため、市民の関心が高く、積極的に参加する市民がいることが分かった。ま
た、それに合わせて様々な市民参加の手法が設けられていたことは評価できた。（竹内、岡澤）
・施設見学会を行うことで、参加者が新しい情報を知ることができることから、大変良い取り組みであったと評価で
きた。（竹内、稲葉、大嶋、折原、岡澤、中澤）
【改善点】
・市民参加の手法において、全体的に事前周知、結果公表の工夫があると良かった。（全委員）
・審議会の年間の開催回数を増やすことにより、3年間の事業期間を短縮できたのではないか。（岡澤）
・施設見学会について、複数日の開催があれば、より評価できた。（大嶋、岡澤）
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〇（妥当）

６
（要改善）

「市民参加の手続き（水準）」の評価 評価(10点満点）

５
（積極的）

※総合評価は、全委員の総合評価の平均点（小数点以下切り捨て）で算出しているため、
①市民参加の方法・②市民参加の手続き（基準）・③市民参加の手続き（水準）の合計とならない場合もあります。

市民に身近な施設の検討であるため、そもそも市民の関心
が高く、積極的に参加する市民がいることがわかった。ま
たそれに合わせて様々な市民参加の手法が設けられていた
ことは評価できた。一方で、そもそも興味を持っていた市
民以外に興味を持ってもらえるようなアンケート等は、
もっとしっかりと周知をすべきだったのではないかと感じ
た。

・提言書は議論を重ねて出た結論が分かりやすくまとめられています。
・複数の市民参加の手法を取り入れ、限られた財政の中でいかに市民の皆さんにとって魅力のあ
る文化センターの運営、あり方をしたらよいかが十分に検討されています。この検討結果がどの
程度市の方針に反映されているかも「白井市文化センターのあり方に関する方針」で明示されて
います。市民参加の模範的なケースとなっています。
・アンケート結果は審議会の第４回会議資料としてHP上で開示されていますが、インデックス
等に「アンケート結果」と明示されていないため、やや分かりにくいです。アンケートにお答え
いただいた方にフィードバックするためにも分かりやすいインデックスをつけた方が良いです。

概ね対応されているが、公募委員をもう１～２名増員でき
なかっただろうか。

公共施設の在り方を市民に問いかけたことは評価する。審議委員募集、会議開催、アンケート、ワークショッ
プ、その他の市民参加に関しての周知方法はいずれも基準を満たしていないことは残念である。基準は最低限の
要求でありより広く多くの方々の目に触れるように考慮すべきと考える。審議委員の選考基準に市政への参画経
験の少ない者としているが、公平性にかけると考える。審議会委員の募集期間が21日と短く、広報しろいにお
いて複数回募集をすべきだと考える。審議会開催曜日が9会中6回が火曜日であり、偏った曜日での開催は、傍
聴者への気遣いにかけると思われる。アンケートを15歳以上の市民、加えてワークショップ参加者を市民と限
定しているが、文化センターで演じた人、観覧した人、使用した人は必ずしも市民ではないので、意見を聞くの
ならば市民に限定すべきではないと考える。市民以外の方々の意見を聴く手段としては、パブリックコメントも
実施すべきであったと考える。バックヤードの見学会を行ったことは評価するが、1回の開催であり、複数回開
催したほうが良かったと考える。

施設見学会を実施されたことは、市民の意識を高める上で
大変良かったと考えます。
但し折角実施したのであれば、その様子を市民に広く広報
することを通じて、本テーマに関する市民の意識高揚を図
ることに活用しても良かったのではないでしょうか。

3年間の継続事業において、さまざまな市民参加の方法で検討さ
れたことは評価できると思います。

市民が公共施設で行うことができる物事のPRがさらに行わ
れれば、より多くの人が利用することができると思う。

市民参加に適した案件。積極的な取り組みに期待します。



選考基準・公募委員の
男女比・地域の割合、募
集方法

応募者：4人（男2女2）　選出者：3人（男1女2）
選出地域：第三小学校区1人、七次台小学校区1人、南山小学
校区1人
選考基準：非公開
応募方法：郵便、電子メール
周知方法：広報しろい、HP

1
公募委員の数・全体に占
める割合

委員の人数：14人（男11女3）
市民公募委員：5人（うち無作為抽出2人）

「市民参加の手続き」の評価

　審議会の設置 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

任期：令和3年1月～令和5年7月
募集期間：令和2年10月15日～令和2年11月4日

コメント

条例基準 望ましい水準

・条例基準を満たして実施されており、委員の選考についても
地域や男女比等が適切に考慮されていた。（竹内、稲葉）
・公募委員の募集について、積極的な取り組みがあると良
かった。（竹内、折原、岡澤、中澤）

・会議録や会議資料がＨＰ上で分かりやすく公表されていた。
（稲葉）
・会議開催の事前周知は、比較的地域住民が多く来館する各
センターでも行われると良かった。（大嶋、岡澤）

4
事前周知の方法・会議の
公開等

HP、情報公開コーナー、図書館
会議終了後の会議資料公開：有

5 結果公表・取扱い
公表の方法：情報公開コーナー、HP、図書館
会議録：逐語訳、要点訳
公開に要する期間：2か月以内

７
（妥当）

５
（積極的）

2

3 会議の回数・時間帯
会議の回数：9回（全て公開）
時間帯：平日日中



　アンケート調査の実施 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

実施したアンケート 白井市文化センターのあり方検討に係るアンケート

1 事前周知の方法
事前周知無し
実施目的の周知：無し

6
(要改善)

５
（積極的）

2 調査方法・調査期間
郵便
無記名式
令和3年4月14日～令和3年5月10日（27日間）

3 調査対象

コメント

条例基準 望ましい水準

・回答に要する期間を余裕をもって設定していた点は評価で
きた。（稲葉）

・文化センターを利用した方々へのアンケートがあると良かっ
た。（大嶋）
・ＳＮＳの活用など、回収率の向上に向けた取り組みがあると良
かった。（岡澤、増子、中澤）

15歳以上の市民

4
発送件数・回収件数・回
収率

発送件数：2,500件
回収件数：907件
回収率：36.3％

5 結果公表・取扱い

結果公表：令和3年11月5日
公表の方法：HP
プライバシーに関わる情報：非公開
審議会等への結果報告：有（資料の配布・説明により報告）



　ワークショップ 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

1 開催場所・時間・回数

白井市文化センターのあり方検討ワークショップ
　開催場所：文化センター
　開催時間：平日夜間
　回数：5回

７
（妥当）

４
（やや

積極的）

2

5 結果公表・取扱い

結果公表：非公開（内部用の記録として作成しているため。資料
は公開している。）
ワークショップ終了後の意見受付：有（ワークショップ終了後にア
ンケートに記入しその場で提出）

コメント

条例基準 望ましい水準

資料の提供
有（配布）
会議終了後の会議資料公開：有

3 参加者の資格 市内在住・在勤・在学の中学生以上

4 事前周知の方法
広報しろい、ＨＰ、各センター、図書館、担当課窓口、メール配
信、ポスター、チラシ

・令和3年度の下半期に5回実施したことは評価できた。（岡
澤）
・開催時間が18時30分であったため、ご家族に幼いお子さん
がいる方は参加が難しかった可能性がある。（稲葉）

・事前周知の方法でメール配信を取り入れている点は高く評価
できた。（稲葉）
・参加者の対象を市民だけではなく、文化センターの利用者も
対象とすべきではないか。（大嶋）
・対象者を中学生以上としているので、開催時間帯を平日夜間
のみではなく、土日の開催があると良かった。（岡澤）



その他の方法 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況 条例基準 望ましい水準

1 開催場所・時間・回数

施設見学会（バックステージツアー）
開催場所：文化センター
時間：令和4年1月29日　13時30分～16時50分
回数：2回

６
（要改善）

６
（積極的）

2 参加者の資格 市内在住者

3 事前周知の方法

コメント

条例基準 望ましい水準

・施設見学会を行うことで、参加者が新しい情報を知ること
ができることから、大変良い取り組みであったと評価できた。
（竹内、稲葉、大嶋、折原、岡澤、中澤）

・複数日の開催があると良かった。（大嶋、岡澤）
・施設見学会の様子などを広報することで、本テーマに関する
市民の意識が高まり、参加しなかった市民の意見なども集めら
れたのではないか。（稲葉、吉井、大嶋、折原、中澤）

広報しろい、HP、各センター、図書館、担当課窓口、メール配信

4 結果公表・取扱い
結果公表：非公開（内部の記録用として作成しているため）
会議録：要点訳

5 市民参加の内容 普段立ち入ることができない施設を見学



審 パ ア 意 ワ 他

白井市立桜台小学校・桜台中学校給
食のあり方検討委員会

○ ○
○　19点
（妥当）

白井市耐震改修促進計画（改定） ○
◎　24点
（良好）

白井市空家等対策計画 ○ ○ ○ ○
◎　20点
（良好）

証明書発行窓口（出張所）のあり方
に関する検討について

○ ○ ○
○　19点
（妥当）

白井市汚水適正処理構想（改定） ○ ○
○　17点
（妥当）

白井市個人情報の保護に関する法律
施行条例（骨子案）

○ ○
○　17点
（妥当）

公共施設等あり方検討事業 ○ ○ ○ ○
○　19点
（妥当）

平均点
19.1点

白井市第３次環境基本計画 ○ ○ ○ ○ ○
◎　20点
（良好）

第３次しろい健康プラン策定事業 ○ ○ ○ ○
○　17点
（妥当）

第２次行政経営改革実施計画策定事
業

○ ○
○　19点
（妥当）

白井市公共施設等総合管理計画（改
訂）（案）

○
△　11点

（要改善）

白井市産業振興ビジョン策定 ○ ○ ○
○　16点
（妥当）

白井市第２次地域福祉計画中間見直
し版の策定

○ ○ ○
△　15点

（要改善）

平均点
16.3点

巻末資料
１．市民参加条例該当事業の総合評価及び実施手法の年度別一覧(概要)

【令和４年度以降の評価】

※令和４年度に評価方法を一部変更したため、令和３年度までの評価と分けて記載しています。

※審…審議会、パ…パブリックコメント、ア…アンケート　　　※評価欄は以下の区分に基づき記載（30点満点）
　意…意見交換会、ワ…ワークショップ、他…その他の手法　　◎（良好）…20～30点　　○（妥当）…16～19点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△（要改善）…10～15点　×（不良）…0～9点

審議年度 事業数
(中間評価)

該当事業名

実施した市民参加の手法※

評価
(30点満点)※

6 3 1 1 2

4 1 2 1

令和５年度
７事業

(０事業)

合　計 5 5

令和４年度
６事業

(０事業)

合　計 5



審 パ ア 意 ワ 他

白井市情報提供計画 ○ ○ ○
○　16点
（妥当）

白井市国土強靭化地域計画の策定 ○ ○ ○
△　13点

（要改善）

白井市地域防災計画の策定 ○ ○ ○
○　15点
（妥当）

第８期高齢者福祉計画・介護保険事
業計画策定

○ ○ ○
○　19点
（妥当）

第5次総合計画後期基本計画策定 ○ ○ ○ ○
◎　20点
（良好）

白井市第2次教育大綱策定事業 ○
○　17点
（妥当）

白井市教育振興基本計画策定事業 ○
○　15点
（妥当）

障害者計画2016-2025中間見直し及び第6期障害福
祉計画・第2期障害児福祉計画策定事業 ○ ○ ○ ○

○　18点
（妥当）

平均点

16.6点

【令和３年度の評価】

令和３年度
８事業

(０事業)

合　計 6

※令和３年度に評価方法を一部変更したため、令和２年度までの評価と分けて記載しています。

※審…審議会、パ…パブリックコメント、ア…アンケート　　　※評価欄は以下の区分に基づき記載（30点満点）
　意…意見交換会、ワ…ワークショップ、他…その他の手法　　◎（良好）…20～30点　　○（妥当）…14～19点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△（要改善）…10～13点　×（不良）…0～9点

審議年度 事業数
(中間評価)

該当事業名

実施した市民参加の手法※

評価
(30点満点)※

8 4 2 1 1

※企画政策課が実施した「第14回住民意識調査」などの結果を活用



審 パ ア 意 ワ 他

第２次まち・ひと・しごと創生総合
戦略

〇 〇 〇 〇 ◎８２点

第２期白井市子ども・子育て支援事
業計画策定事業

〇 〇 〇 〇５６点

西白井地区コミュニティ施設整備事
業

〇 〇 〇 〇６４点

自殺対策計画の策定 〇 〇 〇 〇６４点

水道料金の改定 〇 △３０点

白井市商業施設等誘致促進条例の制
定

〇 〇 △３５点

白井市地域公共交通網形成計画策定
事業

〇 〇 〇 〇 〇 ◎９６点

市役所庁舎整備事業 〇 〇 〇 ◎７９点

白井市行政経営改革実施計画策定事
業

〇 〇 ○６０点

白井市太陽光発電施設の適正な設
置・管理に関するガイドラインの策
定事業

〇 〇 △５２点

第5期障害福祉計画・第1期障害児福
祉計画策定事業

〇 〇 〇 〇 ◎９６点

第7期高齢者福祉計画・介護保険事
業計画策定事業

〇 〇 〇 〇 ◎８６点

白井市空家等対策計画の策定事業 〇 ×２６点

第2期データヘルス計画策定事業 〇 △３２点

白井市シティプロモーション基本方
針策定事業

〇 〇 〇 〇 ◎９１/１１０点
(82.7%)

白井市公共施設等総合管理計画策定
事業

〇 〇 〇 ○６５/９０点
(72.2%)

白井市地域福祉計画策定事業 〇 〇 〇 〇 ◎９２/１１０点
(83.6%)

第１期データヘルス計画策定事業 〇 ×２４/４０点
(60.0%)

白井市耐震改修促進計画策定事業 〇 △３１/４０点
(77.5%)

白井市教育大綱策定事業 〇 〇 △４１/６５点
(63.0%)

【令和２年度以前の評価】
※審…審議会、パ…パブリックコメント、ア…アンケート　　　※評価欄の括弧は実施した手法の取り組み達成度
　意…意見交換会、ワ…ワークショップ、他…その他の手法

審議年度 事業数
(中間評価)

該当事業名

実施した市民参加の手法※

評価

２９年度
６事業

(５事業)

令和２年度
３事業

(０事業)

３１年度
３事業

(４事業)

３０年度
８事業

(１事業)



審 パ ア 意 ワ 他

男女共同参画推進事業 〇 〇 〇 ○７４/９０点
(82.2%)

白井市まち・ひと・しごと総合戦略
策定事業

〇 〇 〇 ○７１/９０点
(78.9%)

白井市第５次総合計画策定事業 〇 〇 〇 〇 〇 ◎１１５/１３０点
(88.5%)

白井市障害者計画等策定事業 〇 〇 〇 〇 ◎８８/１１０点
(80.0%)

第２次しろい健康プラン策定事業 〇 〇 〇 〇 ◎８１/１１０点
(73.6%)

都市マスタープラン策定事業 〇 〇 〇 〇 ◎９２/１１０点
(83.6%)

白井市第２次環境基本計画の中間見
直し事業

〇 〇 〇 ○７２/９０点
(80.0%)

白井市汚水適正処理構想策定事業 〇 〇 △４６/６５点
(70.8%)

ごみの減量化・資源化推進事業 〇 〇 〇５８点

第６期白井市高齢者福祉計画・白井
市介護保険事業計画策定事業

〇 〇 〇 〇 ◎１１６点

子ども子育て支援事業計画策定事業
（次世代育成支援地域行動計画推進
事業）

〇 〇 〇 ◎７７点

白井市放課後児童健全育成事業の設
備及び運営に関する基準を定める条
例策定事業

〇 〇 △５４点

白井市特定教育・保育施設及び特定
地域型保育 事業の運営に関する基
準を定める条例策定事業

〇 △３０点

白井市家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準を定める条例策定
事業

〇 △３０点

白井市歯科口腔保健の推進に関する
条例策定事業

〇 〇 △５０点

白井市新型インフルエンザ等対策行
動計画改訂事業

〇 〇 △５1点

事務処理市移行推進事業 〇 〇 〇 ◎７６点

地域防災計画素案策定事業 〇 〇 〇 〇７４点

審議年度 事業数
(中間評価)

該当事業名

実施した市民参加の手法

評価

２８年度
８事業

(５事業)

２７年度
８事業

(８事業)

２６年度
２事業

(６事業)



審 パ ア 意 ワ 他

白井市除染実施計画策定事業 〇 〇 〇５５点

白井市暴力団排除条例策定事業 〇 〇 △５３点

白井市地域福祉計画策定事業 〇 〇 〇 〇 〇８３点

市民参加・協働のまちづくりプラン
策定事業

〇 〇 〇 〇７８点

白井市産業振興条例策定事業 〇 〇 〇 〇７２点

白井市生活排水処理基本計画策定事
業

〇 〇 〇５５点

美しい景観形成推進事業（事業中
止）

〇 〇 〇 〇６３点

第５期高齢者福祉計画・介護保険事
業計画策定事業

〇 〇 〇 〇 〇８３点

白井市環境基本計画策定事業 〇 〇 〇 〇 〇７３点

白井市第４次総合計画後期基本計画
策定事業

〇 〇 〇 〇 〇８５点

男女共同参画推進新行動計画策定事
業

〇 〇 〇 〇７５点

健康増進計画策定事業 〇 〇 〇 〇６９点

白井市次世代育成支援地域行動計画
策定事業

〇 〇 〇 〇６８点

白井市地区計画の区域内における建
築物の制限に関する条例の制定事業

〇 △３４点

災害時要援護者避難支援プラン策定
事業

〇 〇 △４２点

白井市耐震改修促進計画策定事業 〇 △３７点

第一地区コミュニティセンター施設
整備事業

〇 〇 〇 △５３点

市民グラウンドの設置及び管理に関
する条例の廃止及び代替施設の整備
事業

〇 〇 ×２３点

第４期高齢者福祉計画・介護保険事
業計画策定事業

〇 〇 〇 △５４点

第８次白井市交通安全計画策定事業 〇 〇 △３１点

白井市環境基本計画改定事業 〇 〇 〇 △４６点

審議年度 事業数
(中間評価)

該当事業名

実施した市民参加の手法

評価

２５年度
７事業

(８事業)

２１年度
３事業

(５事業)

２０年度
２事業

(４事業)

２４年度
２事業

(９事業)

２３年度
２事業

(４事業)

２２年度
５事業

(７事業)



審 パ ア 意 ワ 他

白井市障害者計画策定事業 〇 〇 〇 〇 〇７２点

白井市都市計画法に基づく開発行為
に係る技術的細目の強化等に関する
条例（事業中止）

〇 ×１８点

白井市国民保護計画策定事業 〇 〇 △３７点

総合計画推進事業 〇 〇 〇 〇 〇７４点

白井市男女平等推進行動計画策定事
業

〇 〇 〇 △５４点

行政改革実施計画策定事業 〇 〇 〇 △５２点
第３期高齢者福祉計画・介護保険事
業計画策定事業

〇 〇 〇 △５４点

白井市自転車駐輪場整備計画事業 〇 ×２２点

平均点
60.9点

評価

１９年度
３事業

(４事業)

１８年度
５事業

(７事業)

審議年度 事業数
(中間評価)

該当事業名

実施した市民参加の手法

〇７５点

合　計 ６８事業 （評価事業延べ数１４８事業） 51 60 29

１７年度
１事業

(３事業)
次世代育成支援地域行動計画策定事
業

〇 〇

18 7 19



審議年度 提言内容 取組み結果

５年度

４年度

・職員の市民参加に対する意識の向上
・多様な市民が市政に参加しやすい環境づくり

・令和５年度に市民参加を実施する課等の担当者、新
規採用職員、３・４級の職員を対象に研修を実施
・答申概要を広報しろい等にて掲載

３年度

・幅広い世代の市民にわかりやすく情報を伝える工夫
の実践
・庁内における市民参加の好事例の情報共有

・令和４年度市民参加実施事業担当者研修及び庁内
LANにてわかりやすい情報提供（概要版の作成・若い
世代に向けた発信方法など）の実践について呼びかけ
を実施
・市民参加ガイドラインへこれまでの市民参加の好事
例を掲載

２．市民参加の実施に関する提言及び取組み結果の年度別一覧

２年度

・創意工夫ある積極的な情報発信
・職員の意識改革と市民参加の質の向上

・令和３年度市民参加職員研修及び庁内LANにてSNSや
事業者等の協力について呼びかけを実施
・市ホームページに「市民参加」の項目を追加
・「市民参加に関する職員向けガイドライン」を作成
し、職員へ周知

３１年度

・市民公募委員・候補者登録制度の拡充
・情報公開と市民が参加しやすい場づくり

・無作為抽出による公募委員候補者の追加登録を実施

３０年度

・市民への積極的かつ適切な情報提供
・アンケートやパブリックコメントの審議会等への
フィードバック
・職員研修の充実

・市民参加の情報をお知らせする専用掲示板を図書館
に設置
・市民参加の情報公開に関する事務手続きチェックリ
ストを作成
・新規採用職員への研修制度で市民参加に加えて市民
協働についても実施

２９年度

・無作為抽出による公募委員候補者登録制度の拡充
・市民参加の手法の平日夜間、土日の開催
・市民参加条例等の見直しを要する事項

・無作為抽出の対象に意見交換会とワークショップを
加えて実施する。

２８年度

・職員ヒアリングを対象事業へ拡大実施
・中間評価の評価方法の見直し
・パブリックコメントへのゼロ回答を無くすための工
夫の検討
・市民参加対象事業の担当職員に対する事前研修の導
入

・平成２９年度より終了評価の全てに職員ヒアリング
を実施することを決定
・平成２９年度より中間評価の点数評価を廃止し、コ
メントによる評価へ見直すことを決定
・広報しろいにおける市民参加の手法に関する記事の
掲載方法の工夫
・市民参加対象事業担当課への職員研修等の開催

２７年度

・情報公開場所の3原則
・市民参加への積極的な取組みと適切な手法の選択
・市民参加をさらに進めるための新たな評価方法の検
討

・情報公開については情報公開コーナー、市ＨＰ、図
書館の３箇所の公開を 必須とすることを決定
・職員を対象とした市民参加に対する研修の開催
・平成２８年度より事業担当課の職員ヒアリングの試
行実施を決定

２６年度

・市民目線の情報提供
・公募委員の応募増加対策
・市民参加条例の改正に向けた議論

・情報公開コーナーにおける会議録の冊子に中表紙の
差し込み
・図書館に会議録を閲覧できるコーナーを設置
・市ホームページのリニューアル
・平成２８年度から委員公募における無作為抽出制度
の試行実施を決定

※下線部分が追記する部分



審議年度 提言内容 取組み結果

１７年度
・条例対象範囲の拡大のための手法の検討

２５年度

・評価基準の見直し
・無作為抽出による市民参加方法の導入
・市民参加条例の見直し

・総合的評価を条例基準と加点水準に区分け
・平成２６年度に無作為抽出による市民参加方法の導
入について検討を行う。
・条例の見直しについては継続審議とする。

２４年度

・条例で公表が義務付けられた事項の順守
・市民参加条例の実施状況の評価区分の見直し
・住民投票条例の研究と審議会委員構成の調査
・市民討議会と無作為抽出された市民による市民参加
の研究

・市長から職員へ指示
・「良好」「改善する」「見直す」の３区分から「良
好」「妥当」「要改善」「不良」の４区分に変更
・平成２５年度に検討した結果、市民討議会を採用
し、実施することは難しいとの結論に至る。

２３年度

・広報しろい・ホームページを活用した情報提供の方
法について
・「市民討議会」などの市民参加方法の研究
・行政用語の言い直しについて

・情報提供施策の推進に関する基本方針を策定
・住民基本台帳の無作為抽出で選出された市民が市民
判定人となる事業仕分を実施
・広報などにおいて、パブリックコメントに(意見公
募)と併記することを決定

１８年度

・市民への情報公表方法のしくみの導入
・重点事業の情報提供
・情報提供のあり方の改善
・情報提供場所の拡充

２０年度

・情報提供ルールの制定
・市民参加条例事業の範囲拡大
・公募市民の拡大について
・評価調書の見直し
・市民提案制度の検討
・モニター登録制度の導入
・審議会募集方法の改善
・自己評価の実施

・情報の一元化と情報発信の充実を図るため、「広報
しろい」において平成２１年度市民参加の実施予定に
ついて周知
・市民参加条例を市民にＰＲするためパンフレットを
作成
・市民参加条例の共通理解を図るため、新規職員、全
職員を対象とした研修をそれぞれ実施
・審議会等の公募枠の拡大について、全課に対し通
知、徹底

１９年度

・市民参加条例の対象範囲の見直し
・調書の充実と見直し
・情報収集・発信の充実

・各々の課題に対して、現状と解決のための具体例を
挙げ、翌年の市民参加推進会議で報告

２２年度

・市民参加実施状況調査票における評価項目・採点の
再検討
・市民参加条例の見直しの研究
・常設型住民投票条例の研究

・市民参加実施状況調査票をワード形式からエクセル
形式に変更する等の改訂を実施
・翌年度以降に後期基本計画に合わせて研究

２１年度

・情報の一元化と参加機会の拡充
・調書の様式見直し
・パブリックコメント(意見公募)の活用
・実施段階・評価段階への市民参加の推進
・協働のまちづくりを推進するための指針策定

・ホームページに市民参加専用のコーナーを設置
・庁内各課間の協働を積極的に推進することを全課に
通知し、広報しろい等で市民へ周知
・「市民参加・協働のまちづくりプラン」の策定を決
定



 

令和４年度 提言部分抜粋 

 
 

 
 

２ 市民参加の実施に関する提言 

 

 本年度は２つの提言を行います。 

 

（１）職員の市民参加に対する意識の向上 

 市民参加の取り組みを進めていくためには、全職員が市民参加に対する共通理解を

持ったうえで、各課が市民参加の手続きを適切に実施していく必要があります。 

 また、今後は市民参加条例で定めている事項だけでなく、アンケート対象者を広く

設定することや、パブリックコメント募集時に計画の概要、策定スケジュールを公表

するなど、職員が創意工夫し、市民参加を実践していくことが求められます。 

 ついては、職員一人ひとりの市民参加に対する意識や理解、市民参加の質を高めて

いくために、下記の事項に取り組んでください。 

 

①職員研修の継続実施・・・ 

職員への研修を継続して実施することで、市民参加の基本的事項等の共通理解と 

意識の向上を図る。また、事業担当課が研修に出席し、市民参加の好事例等につ 

いて紹介するなど、各課への情報共有により市民参加を推進する。 

 

②ガイドラインの充実・・・ 

各課が行った市民参加の好事例等（ワークショップの事前周知に Facebook を活用 

していたこと、アンケートの調査対象を３つに分け広く意見を取り入れていたこ 

となど）を適宜「市民参加に関する職員向けガイドライン」に掲載し、職員へ共 

有することで、市民参加の質を高める。 

 

（２）多様な市民が市政に参加しやすい環境づくり 

 市民参加においては、幅広い世代の市民から多くの意見を集め、市政に反映させて

いくことが重要です。そのためには、市民参加の重要性について市民に周知するとと

もに、市民が市政に参加しやすい環境を行政が積極的に作ることで、市民の関心を高

めていく必要があります。 

 今回の評価を通して、審議会における公募委員の応募、パブリックコメントまたは

アンケートへの意見が少ない事業が多く見られました。 

まずは、アンケート等の結果について幅広く公表し、市民の意見がどのように施策

に反映されたのかを参加した市民にフィードバックすることが大切です。さらに、市

民参加の重要性や市の市民参加の取り組みについて市民に周知するとともに、市民が

市民参加についてどのように考えているかをアンケート等により把握し、市政に活か

していくことが必要と考えます。 

また、市民参加を実施する際には、できる限り複数の市民参加手法を取り入れるこ

とで、多くの市民が市政に参加する機会を確保できるよう努めてください。 

併せて、審議会における公募委員、パブリックコメントやアンケートの募集を行う

際には、情報公開コーナー、図書館、ホームページ等はもとより、メール配信サービ

ス等の既存のツールや公式 SNS 等の若い世代が使うツールも積極的に活用するほか、

公募委員を募集する目的や意見を求める目的を簡潔にわかりやすく掲載するなど、多

くの市民に関心を持ってもらえるような取り組みに努めてください。 

資料２ 



資料３ 
 

第６回市民参加推進会議スケジュール（案）について 

 

 

      日 時：令和６年３月１３日（水）１３時３０分時から１７時 

      場 所：白井市役所東庁舎３階 会議室３０３～３０４ 

 

スケジュール（案） 

 

 ○事務連絡（答申案の確認の流れを説明）【計１０分程度】 

 

 ○答申（案）令和４年度市民参加の実施状況に対する総合的評価 

について【時間未定】 

 

〇市民参加条例の改正に係る現状・課題、スケジュール等について 

（報告）【時間未定】 


